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１．事業概要
（１）事業目的

図1-1 広域図
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写真1-1 現況写真（通行不能区間現況）

当該事業は、

○ 通行不能区間の解消

○ 安全・安心な暮らしの支援 など
さんじょう しお の ふち ご しょ みなみあい づ ただ み かのう づ き の ね やま

を目的とし、国道289号の新潟県三条市塩野渕字御所～福島県南会津郡只見町大字叶津字木ノ根山の延長
11.8kmにおいて直轄権限代行により改築事業を行うものである。

図1-2 位置図
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国道289号

ただ み

至 只見町

写真



（２）計画の概要

(単位：m)

図1-4 標準横断図図1-3 位置図

一般部

橋梁部

トンネル部

１．事業概要

はちじゅう り ごえ

○ 事業名：国道289号 八十里越
さんじょう しお の ふち ご しょ

○ 起終点：(起)新潟県三条市塩野渕字御所 ○ 延 長 ：11.8km
みなみあい づ ただ み かのうづ き の ね やま

(終)福島県南会津郡只見町大字叶津字木ノ根山 ○ 都市計画決定：－

○ 事 業 化：昭和61年度 ○ 工 事 着 手 ：平成元年度

○ 用地着手：平成2年度 ○ 全体事業費 ：約695億円

○ 令和2年度末までの投資額： 約６３２億円（進捗率９１％）

－2－

10号トンネル 延長138m
（H16概成）

八十里越 延長11.8km
（直轄権限代行）

新潟県施工
延長1.2km

福島県施工
延長7.8km

通行不能区間 延長19.1km

新潟県 福島県

至

三
条
市
街

至

会
津
若
松
市

1号橋梁 延長239m
(H14概成)

5号トンネル 延長665m

4号橋梁 延長131m

6号トンネル 延長1,195m

5号橋梁 延長338m 7号トンネル 延長952m

8号トンネル 延長186m
（H10概成）

6号橋梁 延長14.5m

9号トンネル 延長3,168m

7号橋梁 延長33m

8号橋梁 延長60m

11号トンネル 延長1,417m
（H14概成）

（H21概成）

（H24概成）

（H19概成）

（H25概成）

凡 例

一 般 国 道

事 業 中

事業中（権限代行）

概 成 済 区 間

工 事 用 道 路
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（H30概成）

（H30概成）

2号トンネル 延長538m

2号橋梁 延長190m

3号トンネル 延長168m

4号トンネル 延長178m

3号橋梁 延長64m

1号トンネル 延長733m

(H30概成)

(R1概成)

(R1概成)

A橋 延長23m

B橋 延長49m



２．現在に至る経緯
（１）事業の経緯

（２）事業の進捗状況

（３）今後の事業展開

年 度 主な経緯 年 度 主な経緯

昭和61年度 事業化

平成10～令和2年度

1号トンネル、5号トンネル、6号トンネル、7号トンネル、8号
トンネル、9号トンネル、10号トンネル、11号トンネル、1号
橋梁、2号橋梁、3号橋梁、4号橋梁、6号橋梁、7号橋梁、8号
橋梁の概成

平成元年度 工事着手

平成2年度 用地着手 平成17、22、25、27、30年度 事業再評価（指摘事項なし、継続）

全体 執行済額 進捗率 残事業費

事業費 約695億円 約632億円 91% 約63億円

うち用地費・補償費 約2.6億円 約2.0億円 77% 約0.6億円

令和２年度末、金額は税込み

○ 平成30年度再評価以降、改良工事、橋梁
工事、トンネル工事等を推進

○ 用地取得及び自然環境への影響に配慮し
ながら改良工事、橋梁工事、トンネル工
事等を推進し、今後5か年程度で全線開通
を目指して整備を進める。

図2-1 位置図

－3－
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３．事業内容の変更
（１）事業費の見直し

－4－

○当初設計は、坑口部のボーリング調査や弾性波探査結果を踏まえ補助工法なしの通常支保パターンとして計画。
○掘削を進めたところ、当初想定と異なり、地山の多くが土砂化・粘土化しており、鏡面の崩落も確認された。
○天端崩落や鏡面崩落の危険性を防ぐため、支保パターンの変更及び補助工法の追加が必要となった。

図3-2 トンネル補助工法追加の内容

天井崩落対策：長尺フォアパイリング

掘削方向

鏡面

当初設計 変更

補助工法なし
鏡面崩落対策
：鏡ボルト

当初設計 変更

1号TN

支保工　：ロックボルト
　　　　　鋼製支保
補助工法：なし

支保工　：ロックボルト
　　　　　鋼製支保
補助工法：長尺フォアパイリング
　　　　　鏡ボルト
　　　　　吹付コンクリート

2号TN
支保工　：ロックボルト
　　　　　鋼製支保
補助工法：なし

支保工　：ロックボルト
　　　　　鋼製支保
補助工法：吹付コンクリート

3号TN
支保工　：ロックボルト
　　　　　鋼製支保
補助工法：なし

支保工　：ロックボルト
　　　　　鋼製支保
補助工法：長尺フォアパイリング
　　　　　吹付コンクリート

4号TN
支保工　：ロックボルト
　　　　　鋼製支保
補助工法：なし

支保工　：ロックボルト
　　　　　鋼製支保
補助工法：長尺フォアパイリング
　　　　　吹付コンクリート

掘削後の変位対策：
鋼製支保の追加

鏡面崩落対策：
吹付コンクリート

覆工コンクリート

吹付コンクリート

ロックボルト

崩落

図3-1 位置図

鏡ボルト

長尺

ロックボルト追加

①トンネル補助工法等の追加：【約３６億円】



当初補助工法の設定なし

２号トンネル地山分類判定図至新潟方面

流紋岩（Rhy） 軽石質凝灰岩（Tpt）軽石質凝灰岩（Tpt）

至福島方面

３．事業内容の変更

－5－

①トンネル補助工法等の追加：【約３６億円】

当初補助工法の設定なし

至新潟方面 至福島方面

軽石質凝灰岩（Tpt）

角礫混り土砂（dt）
（崖錘堆積物）

流紋岩（Rhy）

角礫混り土砂（S）
（地すべり土塊）

１号トンネル地山分類判定図

○当初設計は、坑口部のボーリング調査や弾性波探査結果を踏まえ補助工法なしの通常支保パターンとして計画。
○掘削を進めたところ、当初想定と異なり、地山の多くが土砂化・粘土化しており、鏡面の崩落も確認された。
○天端崩落や鏡面崩落の危険性を防ぐため、支保パターンの変更及び補助工法の追加が必要となった。

補助工法の追加

補助工法の追加



３．事業内容の変更
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①トンネル補助工法等の追加：【約３６億円】

当初補助工法の設定なし

３号トンネル地山分類判定図

至新潟方面 至福島方面

○当初設計は、坑口部のボーリング調査や弾性波探査結果を踏まえ補助工法なしの通常支保パターンとして計画。
○掘削を進めたところ、当初想定と異なり、地山の多くが土砂化・粘土化しており、鏡面の崩落も確認された。
○天端崩落や鏡面崩落の危険性を防ぐため、支保パターンの変更及び補助工法の追加が必要となった。

補助工法の追加

軽石質凝灰岩（Tpt）角礫混り土砂（S）

４号トンネル地山分類判定図
至新潟方面 至福島方面

当初補助工法の設定なし補助工法の追加

軽石質凝灰岩
凝灰角礫岩変質部（Tpt）

軽質凝灰岩
凝灰角礫岩（Tpt）

角礫混り土砂（dt）
（崖錘堆積物）



【横断図】

３．事業内容の変更
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A － A’

図3-4 横断図

凡例
盛土範囲

図3-3 平面図

凡例
盛土範囲

至福島方面

至新潟方面

【平面図】

②大規模盛土部の土質改良費用の増工

②-1 土質改良費用の増工【約１１億円】

案1
土質改良

案2
購入土

案3
補強土壁

対策工の内容 発生土を土質改良した土で盛土を行う。 発生土を処分し、購入土で盛土を行う。 補強土壁を使用し、盛土の量を減らす。

長所
・発生土を改良することにより、土の処分が
不要となる。

短所

・土の処分が別途必要となる。 ・補強土壁計画箇所の地形は不陸が著しく、
施工工程が遅延する可能性がある。

・急峻な地形のため、補強土壁設置箇所が
浸食等により、不安定化するリスクがある。

優位性 ◎ △ ×

表3-1 各対策工法の比較結果

○八十里越は山岳地のため、工事用道路が狭く、土砂の仮置場も限られている。
○当初は３号トンネルと４号トンネルの間の大規模盛土部について、トンネル掘削土を現場内で転用すること

を想定していたが、発生土のスレーキングにより、盛土材の土質改良が必要となった。

○また、盛土材の改良に要するヤード確保のため、大麻平土砂仮置場への運搬が必要となった。
おおまだいら



３．事業内容の変更
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②大規模盛土部の土質改良費用の増工

②-2 盛土材改良ヤードへの運搬距離の追加【約１０億円】

図3-5 位置図

大麻平土砂仮置き場

3号盛土

運搬距離
約20km増加

○八十里越は山岳地のため、工事用道路が狭く、土砂の仮置場も限られている。
○当初は３号トンネルと４号トンネルの間の大規模盛土部について、トンネル掘削土を現場内で転用すること

を想定していたが、発生土のスレーキングにより、盛土材の土質改良が必要となった。

○また、盛土材の改良に要するヤード確保のため、大麻平土砂仮置場への運搬が必要となった。
おおまだいら

おおまだいら
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図3-7 概要図

３．事業内容の変更
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■追加設備

・ラジオ再放送設備 一式
・排煙設備（ジェットファン） 10基

○令和元年9月「道路トンネル非常用施設設置基準・同解説」の改訂により、延長3,000m以上のトンネルへの
「避難情報提供設備」及び「排煙設備」の設置が義務づけられた。
○基準の改訂を踏まえ、延長3,000m以上となる8号～9号トンネルにおいてラジオ再放送設備及び排煙設備の

設置が必要となった。

図3-6 位置図

ジェットファン

図3-8 断面図

③トンネル非常用施設の追加：【約１３億円】

（２）見直し後の事業費・事業期間

全体事業費： 約695億円 → 約765億円（＋約70億円、 10％増）
事業期間 ： 38年間 → 40年間 （＋2年、5％増）



0 50 100 150

②整備なし
只見町～弥彦村

①整備あり

只見町～弥彦村

135分

107分

28分（約21％）
時間短縮

只見ふるさと
雪まつり
3万人

深沢温泉
9万人

○ 国道289号沿いには、多くの観光資源が存在している。
あいづ

○ 当該路線の整備により、福島県南会津地域と新潟県中越地域の主要な観光地相互のアクセス性が向上し、関

東圏からの新たな広域的な観光ネットワークの広がりが期待される。

４．事業の投資効果

① 主要な観光地へのアクセス向上

【大内宿】

【新潟ふるさと村】

【伊佐須見神社】

【弥彦神社】

福島県

新潟県

只見町

事前通行規制区間
（連続雨量120mm以上）

所要時間算出ルート
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図4-2 国道289号周辺の主要な観光施設 ※出典： H31年 新潟県観光入込客統計
H31年 福島県観光客入込状況調査

【寺泊鮮魚ｾﾝﾀｰ】

冬期通行不能区間
（約5ヶ月間※12月～４月）

寺泊鮮魚ｾﾝﾀｰ
167万人

弥彦山（ﾛｰﾌﾟｳｴｨ・登山）50万人
弥彦神社127万人
弥彦温泉8万人、弥彦公園37万人

海水浴場
（長岡市）
9万人

八木ヶ鼻温泉
16万人

アルツ磐梯スキー場13万人

東山温泉52万人

長岡まつり
124万人

新潟ふるさと村
170万人

岩室温泉
22万人

道の駅しもごう32万人

たかつえｽｷｰ場
20万人

芦ノ牧温泉23万人

※出典 整備なし：ETC2.0プローブ情報 R2年度
整備あり：R12将来推計値

図4-1 只見町～弥彦村の所要時間短縮

田子倉湖
４万人

関東圏
（分）

事業区間

①R289整備後
107分（約21%短縮）

②R289整備前
135分

塔のへつり（自然）21万人

若松市街46万人

伊佐須美神社
107万人

喜多方市街108万人

大内宿 87万人

【塔のへつり】

※下線部：河北新報（2021.9.21）より引用

八 十 里 越 に よ る 県 境 交 流 の 活 性 化

八十里越の開通後の交流人口の拡
大を目的に、三条市、只見町及び南
会津町による広域観光連携事業の
検討を令和2年度からスタート。

三条市下田地域と福島県只見町の
米で造った米焼酎「八十里越」

（１）防災面を含む多様な効果

広域観光周遊



４．事業の投資効果

② 災害時における緊急輸送道路ネットワークの形成
はちじゅう り ごえ

○ 急峻な地形を極め日本有数の豪雪地帯でもある八十里越は、現在も19.1kmが通行不能区間となっている。
○ 新潟・福島両県の緊急輸送路を接続しリダンダンシーの機能向上が図られ、通行止めによる日常生活や産業

活動への影響を回避する。
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図4-3 緊急輸送道路ネットワーク図

さんじょう

三条市

ただ み

只見町

事前通行規制区間
（連続雨量120mm以上）

福島県

新潟県
N

事業区間
11.8km

通行不能区間
19.1km

写真

第１次緊急輸送路

第２次緊急輸送路

緊急輸送路を接続し、リダン
ダンシーの機能の向上を図る

あいづわかまつ

会津若松市

E49

E8

国道289号

【通行不能区間現況】
ただ み

至 只見町 冬期通行不能区間

（約5ヶ月間※12月～4月）



ただ み さんじょう

○ 冬期間は、国道252号の福島・新潟県境部が例年約5ヶ月間冬期通行不能となり、只見町から三条市に向かう

場合、磐越自動車道経由の大きな迂回が生じている。

○冬期迂回ルートの国道252号には2箇所の事前通行規制区間が存在し、天候や季節に大きく左右されている。
ただ み さんじょう

○ 当該路線の整備により、通年において、只見町と三条市を含む県央地域との道路ネットワークが確保される

とともに、天候に左右されない救命救急体制が構築される。

新潟県

福島県

あいづわかまつ

会津若松市

さんじょう

三条市

事前通行規制区間
（連続雨量120mm以上）

冬期通行不能区間

（約5ヶ月間※12月～4月）

ただ み

只見町

①通年で通行可能

②冬期の迂回ルート

R252は冬期通行不能

N
所要時間算出ルート

図4-4 冬期間における只見町と三条市間のアクセス

事業区間

図4-5 冬期に迂回した場合の所要時間差

0 20 40 60 80 100 120 140 160

②迂回した場合

只見町～三条市

①整備あり

只見町～三条市

（分）

157分

79分

78分（約50％）
の短縮

※出典
整備なし：ETC2.0プローブ情報 R2年度（12月～4月）
整備あり：R12将来推計値

写真4-1 国道289号・冬期状況（只見町）

４．事業の投資効果
③ 国道252号の冬期通行不能に伴う迂回の回避

E49E8

E17

県央基幹病院
（R5年度開院予定）

図4-6 県央基幹病院の概要

さんじょうつばめ

三条燕IC

至新潟市

至長岡市

至
只
見
町

つばめさんじょう

燕三条駅

県央基幹病院
建設地

さんじょう

三条市

つばめ

燕市

N

E8
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令和5年度の開院を目標に、救命救急センター
を併設した県央基幹病院を整備

国道252号冬期通行不能状況写真



５．費用と効果 ＜防災面の効果が特に大きい事業＞

【3便益】

＜防災面を含む多様な効果＞

基準年における
現在価値

走行時間

短縮便益

走行経費

減少便益

交通事故

減少便益

事業全体 641億円 490億円 141億円 11億円

残事業 641億円 490億円 141億円 11億円

基準年における
現在価値

事 業 費 維持管理費

事業全体 1,138億円 1,123億円 15億円

残事業 102億円 87億円 15億円

※費用、便益とその内訳は、各年次の価格を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。
※費用及び便益の値は、表示桁数の関係で内容と一致しないことがある。
※費用及び便益額は、10以上：整数止め、1.0より大きく10未満：小数点1桁止め、1.0以下：小数点2桁止めとする。

八十里越の役割 具体的内容

① 主要な観光地へのアクセス向上
（P10参照）

・関東圏と福島県、新潟県の多彩な観光ルートの創出が期待される。

② 災害時における緊急輸送道路
ネットワークの形成（P11参照）

・災害時における集落の孤立化が解消。交通の信頼性が向上し、通行止
めによる日常生活や産業活動の損失を減少。

③ 国道252号の冬期通行不能に伴う
迂回の回避（P12参照）

・只見町から三条市間の所要時間が78分短縮。
・通年において、只見町と三条市を含む県央地域との道路ネットワーク

が確保される。

＜費用と便益＞

【費用】

はちじゅう り ごえ
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６．再評価の重点化・効率化判定票（道路・街路事業）

－14－

項目
判定

判断根拠 チェック欄

事業を巡る社会経済情勢等の変化

事業の効果や必要性、周辺環境等に変化がない 事業の効果や必要性、周辺環境等に変化がない ■

前回評価からの事業費・事業期間の増加
増加無し 10%以内増加

事業費の増加 事業費の増加は10.1％（695億円 → 765億円） □ □

事業期間の増加 事業期間の延長は5%（38年間 → 40年間） □ ■

前回評価からの費用対効果分析に関する影響要因の変化等

費用便益分析マニュアルに変更がない 費用便益分析マニュアルの変更はない ■

需要量の変化（需要量等の減少が10％以内） 需要量等の減少はない ■

周辺ネットワークで新規事業化がない

磐越自動車道の一部区間において、4車線拡幅が事業化
・平成31年3月 三川IC～安田IC間の一部区間
・令和02年3月 会津坂下IC～津川IC間の一部区間
・令和03年3月 会津坂下IC～西会津IC間と三川IC～安田IC間

□

下記のうち、一方もしくは両方を満たしている
・事業費に比して費用対効果分析に要する費用が大きい

・前回評価時の感度分析における下位ケース値が基準値を上回っ
ている

平成30年度から令和2年度までの事業費の平均は32.6億円であり、
事業規模に対して費用対効果分析に要する費用が小さい
（3ヶ年の平均事業費に対する平均的な分析費用の割合：0. 1%）

□

前回評価で資料の作成を省略していない □

前回評価で費用対効果分析を省略していない ■

その他の事由（重点的な評価が必要な特別な事由） なし －

以上より、審議区分 ： 重点 資料 ： 作成 費用対効果分析 ： 便益算出 とする。

年度： 令和3年度 事業名： 国道289号 八十里越

担当課： 道路計画課 担当課長名： 一木 慎太朗

はちじゅうり ごえ



コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点

○新技術、建設発生土の有効活用等により、コスト縮減を図る。

事業の進捗の見込みの視点

○ 用地取得、改良工事、橋梁工事、トンネル工等を推進し、今後5か年程度での開通を目指して整備を進める。

○ 繁殖が確認されている猛禽類について、工事開始前に確認等を十分に行い、「八十里越道路環境検討委員
会」からの指導・助言を得ながら、慎重にモニタリングや調査・工事を進める。

事業の必要性等に関する視点

【事業を巡る社会経済情勢等の変化】

○前回再評価以降、大きな社会情勢などの変化はない。

【事業の投資効果】

○ 本事業の整備により、「主要な観光地へのアクセス向上」「災害時における緊急輸送道路ネットワークの形
成」「国道252号の冬期通行不能に伴う迂回の回避」などの効果が発揮される。

【事業の進捗状況】

○ 事業の進捗状況：用地進捗率77％、事業進捗率91％（令和2年度末）

○ 残事業の内容 ：用地取得、橋梁工事、トンネル工事、改良工事

７．事業の必要性、進捗の見込み等
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関係する地方公共団体等の意見

○ 地域から頂いた主な意見等：三条市や只見町をはじめとする、国道289号沿道市町村（4市6町3村）で構成さ
れる国道289号線建設期成同盟会から整備促進要望を受けている。

○ 福島県知事の意見：国の対応方針（原案）案については、異議ありません。

なお、本県の復興・創生を支援するため、早期完成に努めてください。

○ 新潟県知事の意見：県民の安全・安心を確保し、活力のある新潟県を創るため、事業の継続を望みます。

本事業により、当県と福島県をつなぐ道路ネットワークが強化され、産業や観光の振興、
救急搬送、災害時の広域支援道路となるなど、当県にとって重要な事業と認識しており
ます。

今後もコスト縮減に努めつつ、着実な整備をお願いします。

併せて、本県の財政状況は逼迫していることから地方負担の軽減や直轄負担金の平準化
などをお願いします。

７．事業の必要性、進捗の見込み等
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事業継続

（理由）

・当該事業は、現時点においても、その必要性、重要性は変わっておらず、事業進捗の見込みなどから
も、 引き続き事業を継続することが妥当であると考える。

８．対応方針（原案）
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